
医療法人 祥穂会 行動計画 

 

 

 職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい職場環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間  令和４年６月１１日～令和６年１２月３１日 

 

 

２．内  容 

 

  目 標 １ 令和６年１２月３１日までに、年次有給休暇の取得日数を各人ごとに年

間 10日以上とする。 

 

  【対 策】 

   （１）令和４年６月～ 直近１年間の取得状況を分析する 

   （２）令和５年１月～ 上記（１）の分析に基づき、計画付与などを検討する 

   （３）令和６年１月～ 上記（２）で検討した方法を実施する 

 

 

  目 標 ２ 令和６年１２月３１日までに、専門職１名以上採用する。 

 

  【対 策】 

   （１）令和４年６月～ 公開中の求人票以外にも、法人の HP や院内掲示など、求   

人していることをアピールする 
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